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○ 開催日時 平成３０年２月２６日（月） 午後１時３０分から 

○ 開催場所 錦江町役場 会議室 

○ 出席委員（農業委員１５人、農地利用最適化推進委員８人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  鈴  一麿 

委員      ３番  安水 純一 

〃       ５番  徳永 哲朗 

〃        ６番  坂元 博美 

〃       ７番   寺田 郁哉 

〃       ８番  鍋  康博 

〃       ９番  元丸 敏朗 

〃      １０番  貫見 和洋 

〃      １１番  毛下 利美 

〃      １２番  内薗 雄治 

〃      １３番  宿利原 進 

〃      １４番  本釜 好子 

〃      １５番  平原  榮 

 

農地利用最適化推進委員 

〃      内薗 政文 

〃      山中 徹 

〃      水流 佳文 

〃      竹原 政洋 

〃      安水 峯晴 

〃      西川 健児 

〃      折小野 道男 

〃      横原 利己 

 

○ 欠席委員 

委員       ４番  鳥越 秀一 

 

○事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子   書記 川越 正治 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名について 

 

  第２ 会務報告について 

 

  第３ 附議事項 

 

議案第４４号  農地法第５条許可申請について 

 

議案第４５号  農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農用地利 

         用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

 

議案第４６号  錦江町農業委員会「農地用の利用の最適化の推進に関する指針」 

について 

 

議案第４７号  非農地証明願について 

 

  



     

議 長 

 只今より平成３０年２月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日は鳥越委員が欠席ではありますが、錦江町農業委員会会議規則第８条の規

定により、総会は成立していることをお知らせします。 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に２番 鈴委員と３番 鍋委員を指名いたしますので、よろしくお

願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 「会務報告と説明」 

 

議 長 只今の会務報告について、質問等はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第４４号 農地法第５条許可申請についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

事務局 それでは議案第４４号について説明いたします。 

先ず、受付番号９号は農家住宅建設のための申請となっています。 

申請者はＳ・Ｍさん、Ｓ・Ｋさん、いずれもＳ自治会在住の方の連名による申

請となっています。 

申請地は神川字笑喜６１８３番１、地目は畑、地積は２，３０４㎡のうち７６

㎡となっています。 

４頁から９頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目通し

をお願いいたします。 

この件の担当調査員は、１番 宿利原勝吉委員です。 

 

次の受付番号１０号は一般住宅建設のための申請となっています。 

申請者はＫ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方と、Ｍ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方の

連名による申請となっています。 

申請地は城元字向原４９６２番５、地目は畑、地積は５００㎡となっています。 

１０頁から１５頁にかけて、位置図、配置図等を添付してありますので、お目



通しをお願いいたします。 

この件の担当調査員は、８番 安水純一委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

します。 

先ず、受付番号９号について、私の方から報告いたします。 

 

１ 番 

宿利原委員 

この物件は農家住宅でありまして、現在の住宅が老朽化したために、建て替え

をするのに端っこがかかるというでありました。２月１９日に宿利原進さんと事

務局と見に行きましたが、何ら問題は無いかと思います。 

 

議 長 次に受付番号１０号について、８番 安水委員お願いいたします。 

 

８ 番 

安水委員 

はい。報告をいたします。 

２月１９日、事務局と安水峯晴さんと３人で現地調査に行って参りました。 

Ｋ・ＴさんとＭさんは義理の親子になります。Ｋさんは鹿屋に住んでいたので

すが、結婚を機に錦江町に住みたいという思いから、池田にある町営住宅に入居

されておりました。２人の子供が大きくなるにつれ、住居の方が狭くなり、鹿屋

の方に家を建てようかと土地を探されていたのですが、やはり錦江町に住みたい

という思いから今回の申請となりました。申請されている土地は池田から鹿屋の

方へ県道沿いにあります。ひかり保育園より２００ｍぐらい鹿屋に行った左手に

あります。北側の方は県道で、南側は自分の畑、西側は竹が茂っており、東側は

畑の作業道路が入っている状態です。何ら問題は無いと思いますので、審議の方

よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

事務局 ２件の転用の申請なんですが、５条なんですけれども、９番の方は親子間での

使用貸借になっています。１０番の方はＭさんからＫさんへの贈与による所有権

移転の申請となります。補足で。 

 

議 長 質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 



議 長 質疑なしと認めます。 

これから議案第４４号を採決します。 

お諮りします。 

議案第４４号は原案のとおり許可することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４４号については原案のとおり許可することに決定し

ました。 

 

議 長 次に議案第４５号 農業経営基盤強化促進法第１５条第４項の規定による農

用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請についてを議題としま

す。 

 お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は１５１筆の利用集積計画について審議しなければな

りませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を４回に分けて行い、そ

の都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第４５号のうち、受付番号５６４号から５６７号までを議題と 

します。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４５号のうち、受付番号５６４号から５６７号までについて説 

明いたします。 

先ず、受付番号５６４号の貸し人はＴ・Ｓさん、Ｉ自治会在住の方です。 

申請地は城元字道ナシ５５３４番、地目は畑、地積は２，３１９㎡となってい

ます。 

 貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は１６，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｋ自治会在住の方です。 

Ｓ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者１名、雇用が３名の５００

日、自作地２９，８１５㎡、小作地１０５，６９６㎡で、甘藷、キャベツを主体

とした経営をされています。 



農業従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター５台、甘藷堀

取機、軽トラック各３台、ツル払い機。タイヤショベル、２ｔダンプ各１台とな

っています。 

受付番号５６４号の担当調査員は、８番 安水委員です。 

 

次の受付番号５６５号、５６６号の貸し人はＨ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方で

す。 

申請地は、５６５号が神川字砂田１９５番１、地目は田、地積は２６９㎡、５

６６号が神川字寺ノ下２７２番９、地目は田、地積は５２５㎡で、２筆の合計は

７９４㎡となっています。 

 貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は全部で米の収量の半分となっています。 

一方、借り人は、Ｈ・Ｋさん、Ｔ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｋさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、自作地１２，００９

㎡，小作地５，０６４㎡で、水稲、バレイショを主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、耕運機、コンバイン、管理

機各１台となっています。 

受付番号５６５号、５６６号の担当調査員は、１２番 内薗委員です。 

  

 次の受付番号５６７号の貸し人はＭ・Ｙさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、神川字命苫６７９１番４、地目は田、地積は２，１６６㎡となって

います。 

 貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３９年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。 

一方、借り人は、Ｉ・Ｋさん、Ｋ自治会に在住の方です。 

Ｉ・Ｋさんの経営状況は、世帯員１名、農業従事者１名、雇用が２人で６０日、

小作地２３，９８２㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況は、トラクター１台、軽トラック２台となっています。 

受付番号５６７号の担当調査員は、１３番 宿利原委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

いたします。 

先ず、受付番号５６４号について、８番 安水委員お願いします。 

 



８ 番 

安水委員 

はい。受付番号５６４号の借り人のＳ・Ｋさんは、田代の農地の利用権で良く 

出て来られる方です。Ｓ・Ｋさんは現在、甘藷、キャベツ、ゴボウ、深ネギの栽

培をされております。まだまだ農業も規模拡大をしたいというやる気のある方

で、農地も綺麗にされており、何ら問題は無いと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号５６５号、５６６号について、１２番 内薗委員お願いいたし 

ます。 

 

１２番 

内薗委員 

はい。この田んぼは中々借り手が付かないで困っていたんですけれども、よう 

やくＨ・Ｋさんが借りてくれるということで、Ｈ・Ｋさんは、このＨ・Ｋさんの

奥さんの同級生で、米も作っていてコンバインも持っているから、収量の半分だ

ったら借りて良いということで、ちゃんと話し合いをして借りました。だから何

ら問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号５６７号について、１３番 宿利原委員お願いいたします。 

 

１３番 

宿利原委員 

５６７番ですが、場所はＭ自治会の奥にある農地で、借り人のＩ・Ｋさんは、

Ｋの方で肉用牛を生産されています。Ｉさんは、認定農家でもあり、圃場もしっ

かり管理されていますので、問題は無いかと思います。 

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

２ 番 

鈴委員 

質問良いですか。 

Ｈさんのこの話は、小作料金は収量の半分ということですが、これは米を作っ

た後に何か別な作物が出来るんですか。もう米だけですか。 

 

１２番 

内薗委員 

多分、ジャガイモか何か作ると思います。 

  

 

議 長 他にありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「なし」の声）  

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから議案第４５号のうち、受付番号５６４号から５６７号までを採決しま

す。 

お諮りします。 

議案第４５号のうち受付番号５６４号から５６７号までについては、原案のと

おり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４５号のうち受付番号５６４号から５６７号までにつ

いては原案のとおり決定しました。 

 

議 長 次に議案第４５号のうち受付番号５６８号から５８０号までを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４５号のうち受付番号５６８号から５８０号までについて説 

明いたします。 

 

先ず受付番号５６８号の貸し人はＦ・Ｍさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は城元字宮下１４７８番１、地目は田、地積は９２４㎡となっています。 

貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３２年１２月１４日までで、小作料

金は２４，０００円となっています。 

一方、借り人はＩ・Ｋさん、Ｚ自治会在住の方です。 

Ｉ・Ｋさんの経営状況は、世帯員３名、農業従事者２名、雇用が３人で１００

日、小作地４１，６７０㎡で、甘藷、高菜を主体とした経営をされています。 

農業機械の所有状況はトラクター、軽トラック、管理機各１台となっています。 

受付番号５６８号の担当調査員は、山中推進委員です。 

 

次の、受付番号５６９号から５７１号までの貸し人はＮ・Ｍさん、Ｈ自治会在

住の方です。 

申請地は５６９号が、馬場字平野４６９８番４、地目は畑、地積は１，８００

㎡、５７０号が、馬場字平野４７００番４、地目は畑、地積は１，２５５㎡、５

７１号が、馬場字平野４７００番５、地目は畑、地積は１，５０７㎡で、３筆の

合計は４，５６２㎡となっています。 



貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３４年１２月１４日までで、小作料

金は全部で３６，０００円となっています。 

 

次の受付番号５７２号の貸し人はＡ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字平野４６９８番６、地目は畑、地積は３７６㎡となっています。 

貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３４年１２月１４日までで、小作料

金は３，０００円となっています。 

 

次の受付番号５７３号、５７４号の貸し人はＵ・Ｓさん、Ｓ自治会在住の方で

す。 

申請地は５７３号が馬場字平野４６９８番１１、地目は畑、地積は３２７㎡、

５７４号が馬場字平野４７００番１０、地目は畑、地積は１，２４０㎡で、２筆

の合計は１，５６７㎡となっています。 

貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３４年１２月１４日までで、使用貸

借のため小作料金は発生しません。 

 

次の受付番号５７５号から５７７号までの貸し人はＳ・Ｍさん、Ｋ市在住の方

です。 

申請地は５７５号が馬場字平野４６９８番８、地目は畑、地積は４７８㎡、５

７６号が馬場字平野４６９８番９、地目は畑、地積は２，１６９㎡、５７７号が

馬場字平野４６９８番１０、地目は畑、地積は９２５㎡で、３筆の合計は３，５

７２㎡となっています。 

貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３４年１２月１４日までで、小作料

金は全部で２８，０００円となっています。 

 

次の受付番号５７８号の貸し人はＵ・Ｓさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字平野４７００番９、地目は畑、地積は１，８７２㎡となってい

ます。 

貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３４年１２月１４日までで、小作料

金は１５，０００円となっています。 

 

次の受付番号５７９号の貸し人はＮ・Ｓさん、Ｈ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字平野４６９８番５、地目は畑、地積は４５６㎡となっています。 

貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３４年１２月１４日までで、小作料

金は３，５００円となっています。 

 

次の受付番号５８０号の貸し人はＮ・Ｈさん、Ｆ県在住の方です。 



申請地は馬場字平野４６９８番７、地目は畑、地積は６９９㎡となっています。 

貸付期間は平成３０年２月２７日から平成３４年１２月１４日までで、小作料

金は５，５００円となっています。 

 

受付番号５６９号から５８０号までの借り人は、Ｙ・Ｈさん、Ｙ自治会在住の

方です。 

Ｙ・Ｈさんの経営状況は、世帯員４名、農業従事者２名、雇用が５人で４００

日、自作地６４，４０４㎡、小作地１９，９９４㎡で、大根、甘藷を主体とした

経営をされています。 

農業機械の所有状況はトラクター、軽トラック各３台、２ｔダンプ、掘り取り

機。ツル払い機、タイヤショベル各１台となっています。 

受付番号５６９号から５８０号までの担当調査員は安水推進委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、各担当調査員の調査報告をお願い

いたします。 

先ず、受付番号５６８号について、山中推進委員お願いします。 

 

山 中 

推進委員 

はい。このＦ・Ｍさんの田んぼは、Ｋ・Ｍさんの建物から上之宇都の奥の方に

向かって左側になります。Ｍさんの家の前になります。借り手のＩ・Ｋ君は、甘

藷、インゲン、高菜を作っております。真面目に農業をされている方です。よろ

しくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号５６９号から５８０号までについて、安水推進委員お願いいた

します。 

 

安 水 

推進委員 

報告します。受付番号５６９号から５８０号までの農地は、半下石の足光谷に

ある肝属南部開発で整備された農地です。この農地は以前、Ｍ・Ｎさんがショウ

ガを耕作され、その後、ショウガの会社が１年間耕作されましたが撤退されまし

た。昨年、借り人のＹ・Ｈさんが相対で借りて甘藷を耕作されましたが、今回、

正式に利用権を設定するということで話がまとまったところです。 

Ｙ・Ｈさんは、大根、甘藷、タバコを主体に耕作され、認定農業者でもあり、

農地の管理もしっかりされている方ですので、何ら問題は無いかと思います。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 



議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

５ 番 

徳永委員 

５６８番のＩさんの借りる場所に、甘藷、高菜を植えるということですか。 

 

山 中 

推進委員 

はい。 

５ 番 

徳永委員 

ここに植える。畑じゃなくて。 

 

山 中 

推進委員 

はい。 

ここは問題のある田んぼで長続きするか分かりませんが、よろしくお願いしま

す。 

 

２ 番 

鈴 委員 

この５７３番、５７４番は使用料は０円になって、他ののは全部お金が付いて

いるんですが、何か意味があったんですか。 

 

事務局 それは事務局の方から。ここについては反当８千円で話をしていたんですけれ

ども、このＵ・Ｓさんに話をした時に、Ｙ・Ｈさんからお金はもられないと言わ

れました。それでお金は要らないから作ってくれるだけで良いということであり

ました。 

 

議 長 他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから議案第４５号のうち、受付番号５６８号から５８０号までを採決しま

す。 

お諮りします。 

議案第４５号のうち、受付番号５６８号から５８０号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４５号のうち、受付番号５６８号から５８０号までに

ついては原案のとおり決定しました。 

 

議 長 ここで本釜委員の退席を求めます。 

「本釜委員 退席」 

議 長 次に議案第４５号のうち、受付番号５８１号についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４５号のうち、受付番号５８１号について説明いたします。 

 

受付番号５８１号の貸し人はＨ・Ｉさん、Ｋ自治会在住の方です。 

申請地は馬場字木原ノ上１９７０番１、地目は田、地積は３，００１㎡のうち

１，４７１㎡となっています。 

貸付期間は平成３０年３月１日から平成３４年１２月１４日までで、小作料金

は７０，０００円となっています。 

一方、借り人は、Ｈ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

Ｈ・Ｔさんの経営状況は、世帯員２名、農業従事者２名、雇用が２人で６０日、

自作地１７，８１４㎡、小作地８，７６３㎡で、茶、水稲、野菜を主体とした経

営をされています。 

農業機械の所有状況はトラクター２台、軽トラック、管理機、防除機各１台と

なっています。 

この件の担当調査員は、資料では４番 鳥越委員となっておりますが、本日風

邪のため欠席ですので、７番 寺田委員に報告をお願いしたいと思います。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告をお願いい

たします。 

受付番号５８１号について、７番 寺田委員お願いします。 

 

７ 番 

寺田委員 

鳥越委員に代わりましてご報告申し上げます。この３，００１㎡のうち１，４

７１㎡となっていますけれども、これは４連棟の５０ｍは無いと思いますけれど

も、４７・８ｍのハウスが手前と奥と２つ建っておりまして、奥の方は他の耕作

者が作っていらっしゃると。で、手前の方は、ご存じの方もいらっしゃるかも知

れませんけれども、Ｎ・Ｈさんが作っていらっしゃいまして、今度ちょっと怪我

をされまして、農業に復帰するのには時間がかかるだろうということで、利用権



を結んでおったんですけれども、Ｈさんとの間の利用権を合意解約しまして、

Ｈ・Ｔさんが作るということでございます。１反４畝で７万円というのは高いよ

うに思われるかもしれませんけれども、さっき説明したように４連棟のハウスが

建っておりますので、それも含めてだということです。Ｈ・Ｔさんは認定農業者

でありますし、茶、水稲、野菜、シキミなど、全て管理も行き届いておりまして、

錦江町の定める要件は全て満たしていると思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１５番 

平原委員 

このハウスはＮさんが作ったんじゃないけ。 

 

７ 番 

寺田委員 

だったらハウスは別にして７万円だと思います。前の人が７万円だったから。 

Ｎさんが作ったのであれば、利用権とは別にハウス代が出て来るのかと思いま

す。 

 

議 長 他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから議案第４５号のうち、受付番号５８１号までを採決します。 

お諮りします。 

議案第４５号のうち、受付番号５８１号については、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４５号のうち、受付番号５８１号については、原案の

とおり決定しました。 

 

議 長 ここで本釜委員の入室を求めます。 

 

「本釜委員 入室」 



議 長 次に議案第４５号のうち、受付番号５８２号から７１４号までについてを議題

とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは議案第４５号のうち、受付番号５８２号から７１４号までについて説

明します。 

受付番号５８２号から７１４号までについては、農地中間管理事業による利用

権の設定でございます。 

 お手元の配分計画案をご覧ください。 

 左側が利用権設定対申請地、中ほどが再配分条件、右側が再配分予定者、そし

て一番右側が協力金対象欄となっています。 

受付番号５８２号から６６２号までについては、鷲ケ尾地区の地域集積協力金

の対象となる所です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、しばらく資料に目を通して下さい。 

しばらく休憩します。 

 

議 長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

資料に目を通して頂いたと思いますが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４５号のうち、受付番号５８２号から７１４号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第４５号のうち、受付番号５８２号から７１４号までについては、原案の

とおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４５号のうち、受付番号５８２号から７１４号までに

ついては、原案のとおり決定しました。 

 



議 長 次に議案第４６号 非農地証明願を議題とします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第４６号について説明いたします。 

受付番号２号の申請人はＳ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は神川字６１８３番１の一部で、地籍は２３０４㎡のうち４８㎡、地目

は台帳は畑、現況は宅地となっています。 

３１頁から申請書、位置図等を添付してありますのでお目通し下さい。 

この件の担当調査委員は、１番 宿利原委員に変更してください。 

以上です。 

 

議 長  ただいま、事務局から説明がありましたが、受付番号９号について、私の方

から調査報告をいたします。 

 

１ 番 

宿利原委員 

 前の住宅の件と一緒に進さんと調査をしましたが、Ｓ・Ｍさんの住宅の手前の、

お父さんがＳ・Ｋさんですが、この物件は昭和５８年ごろ、畜産の乾燥草ように

作った建物で、土地がはみ出したということであります。この地図を見てもらえ

ば分かると思いますが、三角の土地がサイレージ用の草を乾燥するということ

で、昭和５８年ごろ補助金で作った品物です。何ら問題は無いかと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

議 長 あただいま、調査報告をしましたが、質疑はありませんか。 

 

事務局  昭和５８年ごろに作った施設ということで、３０年以上経っていますので、転

用というものでもないですし、非農地証明でということでお願いします。 

 

議 長  質疑はありませんか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第４６号を採決します。 

お諮りします。 

議案第４６号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第４６号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 以上で、平成３０年２月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了い

たします。 
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